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令和４年１１月１０日 市長定例記者会見 会見録 

◆司会 

それでは、ただいまから市長定例記者会見を始めさせていただきます。市長、 

よろしくお願いいたします。 

◆市長 

よろしくお願いいたします。今日の発表案件は２件であります。まず１件目は 

１１月補正予算案の概要です。今回提出する補正予算の規模は、一般会計が  

約３３億 5,900 万円の増額、特別会計が 8,300 万円の増額、企業会計が約９億

3,200 万円の増額、そして総額では約 43 億 7,400 万円の増額です。すでに財政

局からレクを、記者の皆さんは受けていらっしゃると思いますが、お手元の資料

①をご覧いただきたいと思います。今回の補正、台風１５号被害への対応と、 

原油価格・物価高騰への対策、この二本柱の下、編成をしたものであります。 

まず一つ目の柱、台風１５号被害への対応については、市独自の支援制度を設け

ます。県が災害救助法に基づいて行っている被災世帯への応急住宅の提供の 

支援対象とならない世帯が、一時的にも民間の賃貸住宅へ入居した場合、家賃を

助成するという支援制度であります。今月７日から正式に申請受け付けを開始

しています。一方、断水が発生した飲料水供給施設の復旧事業や、史跡久能山を

はじめとする文化財復旧事業への助成を行うとともに、西ケ谷総合運動場や 

市立こども園、清水斎場などの公共施設の復旧に要する経費も計上しており 

ます。なお、現在、道路や河川、上下水道などのインフラ施設については、その

本格的な復旧に向けて設計を実施しているところであります。これらの施設の

本格的な復旧に要する経費については、今後、金額が判明した時点で補正予算に

順次、追加で計上していきます。 

二本目の柱は、これは６月と９月に引き続いてですけれども、原油価格・物価 

高騰への対策であります。これは地球温暖化に対する対応という点で、６月補正

で省エネ家電購入促進事業を計上しました。この事業について、当初の想定以上

の申請をいただいているところから、より多くの市民の皆さんに助成できる 

よう予算を増額いたします。また、電気料金等の高騰に対応するため、自治会が

設置する防犯灯の電気料金に対する助成費も増額するとともに、公共施設の 

光熱費についても不足が生じないように増額いたします。 

これが二本柱の概要でありますけども、資料①、５ページ、この二本柱以外の 

その他として、城内中学校にエレベーターなどを設置する債務負担行為を追加

いたします。これはインクルーシブ教育の環境整備、子どもたちが、障がいの 
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有無にかかわらず、一緒に教育を受けることができるインクルーシブ教育推進

のための取組の一つであります。もう一つは、大浜公園の再整備事業の再スター

トに向けて債務負担行為を増額変更したというものです。これについては、２件

目の話題としてもう一度取り上げます。 

今回の補正予算編成の結果、令和４年度の予算額の累計は、一般会計が約 3,724

億円、特別会計と企業会計を合わせた総額では約 6,927 億円となります。   

１１月補正についての説明は以上であります。 

２件目は、大浜公園再整備事業の再スタートの案件です。記者の皆さんには精力

的に取材をしていただきましたが、７月３０日、３年ぶりに大浜公園プールを 

開設し、２３日間でおよそ３万 4,000 人の皆様に訪れていただきました。 

そして８月２１日、多くの皆さんにご参加をいただいたフィナーレイベントで

は、大浜公園プールに対する今までの数々の思い出や感謝の気持ち、これからの

リニューアルに期待するメッセージが数多く寄せられました。ここで、モニター

の動画をご覧いただきたいと思います。これは、旧静岡市と旧大里村の合併を 

記念した事業として始まった、およそ100年におよぶ長い歴史がありますので、

幅広い市民の皆さんに愛されてきたことや、そして、これからのリニューアルに

対しての期待の大きさが、この寄せ書きからも実感できると思います。その期待

に応えるべく、４月にいったん入札中止になってしまった大浜公園再整備事業

をリスタートいたします。そのリスタートに当たって付加価値を付けていく、 

従前より魅力のある大浜公園とするべく、計画の一部を見直しております。具体

的には、大規模複合遊具を公園に追加すること。これは子育て中の世代の皆さん

にも楽しみに訪れてもらえるよう、森下公園とか広野海岸公園にそのような 

大型遊具があって大変人気がありますので、そのようなイメージの大型複合遊

具をここにも設置いたします。 

そして、さらに、幼児用のプールにもアトラクション遊具を追加いたします。 

また、このリニューアルによって、新しくシャワーの施設も整備します。駐車場

も整備します。すでに津波避難タワーがありますので、災害の時にも大きな役割

を果たす施設として期待される計画を作っています。いずれにせよ、大浜公園 

プールはこれからの未来に向けた重要な事業であります。３次総にも掲載され

ている事業であります。いったんの入札中止を経ましたけれども、ここから挽回

しましたので、当初の計画通り、令和７年の夏に生まれ変わらせるため、この 

タイミングで本事業の再スタートについて１１月の補正予算の中に盛り込み、

議案として議会に上程する決断をいたしました。私からは以上です。 

◆司会 

それでは、ただいまの発表につきまして皆様から、ご質問をお受けしたいと思い
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ます。ＮＨＫさん、お願いいたします。 

◆ＮＨＫ 

ＮＨＫです。大浜公園プール、個人的には市民の期待が高いプールであることは

重々理解しておりますけれども、物価上昇はやむを得ないにしても、それにして

も、事業者のリクエストの言いなりに過ぎないか、という印象はありますが、物

価上昇しているからこぢんまりしたものに計画を変更するとか、人口減少を 

踏まえてお金のかからないものにするという考え方ならまだ分かるんですが、

どうして整備をさらに膨らませるような、田辺市政はそうでなくてもハコモノ

行政と言われていますが、そのあたり、市長はどういうお考えなんでしょうか。 

◆市長 

それは、全くベクトルが逆であります。本事業については存続・廃止・有料化の

議論から始まって、２回パブリックコメントをして市民のさまざまな声を聞い

ております。都市公園審議会も経て、施設の魅力を向上し、有料化した上で存続

するというのが大方針であります。このような経緯から、有料になっても利用 

したいと市民に思ってもらえる施設にする、魅力を向上することは必須であり、

事業内容については事業費を含め合理的な見直しをすべく、検討は十分重ねて

まいりました。ですから、大きく事業を縮小するとか、施設の魅力を損なうと 

いう選択はすべきでないと考えております。 

◆ＮＨＫ 

それは結局、市民の税金でやるわけですけれども、そこの説明、理解はどう求め

られるんでしょうか。 

◆市長 

先ほど申し上げた通り、今までの市民の意見も、２度のパブコメ等々、手続きを

経て決めた大方針だということでご理解いただきたいと思います。 

◆ＮＨＫ 

パブコメは入札の前にやったことであって、入札４月に中止になってから今日

に至るまで、改めて市民の意見を聞き直したわけではないと思います。どうして、

規模の維持ならともかく、規模を拡大する、市民の税金を資材高騰の中でより 

多く使う判断をしたのか、ご説明をお願いします。 
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◆市長 

喫緊の状況は、私も十分承知しております。ウクライナ侵攻による急激な物価 

上昇、円安傾向が継続する状況や長期化するコロナ禍となっている社会情勢の

中、市民の消費活動に対する意識が厳しくなっていると認識しております。 

しかしながら、中長期的には、大浜公園プールを選んで来てもらえるように魅力

を高めていく、公園全体に多くの方々が訪れ、にぎわいが創出される施設となる

ようにすることは、１５年間にわたり安定した公園全体の維持管理・運営の実現

を図るためには、この施設整備の追加が必要だと判断いたしました。ご理解を 

お願いいたします。 

◆ＮＨＫ 

であれば、どうして４月の入札参加表明をかける段階でそうした計画にして 

なかったのか、つまり当初の予算計画の段階で、より大規模な計画にしてなかっ

たのか、どうして今になって膨らますのか、その説明はいかがですか。 

◆市長 

それは、明らかです。２月にウクライナ侵攻があった直後でありましたので、 

仕切り直しをしたということを今日発表させていただきました。 

◆ＮＨＫ 

市長、想定問答作ってらっしゃるからそれの読み上げになってしまって、質問と

答えがかみ合わないということがいつも繰り返されてしまうのが残念なのです

けれども、ウクライナ侵攻があって資材高騰があった、それは分かります。なの

に、どうして整備内容をより膨らませて、遊具の追加までして事業費を膨らませ

る方向の判断をされるのか、参加予定事業者の言いなりではないかという疑問

に対してお答えいただけますか。 

◆市長 

先ほど申し上げた通りです。言いなりではありません。都市局の職員、しっかり

研究してくれております。 

◆ＮＨＫ 

もう一度お答えください。どうしてウクライナ侵攻、資材高騰、円安という厳し

い状況の中で事業内容を、資材高騰に比例したかたちで見合いのコスト上昇は

分かるとしても、どうして遊具の設置幅をさらに追加したり、事業内容を大きく

する側で計画を変更されるのか、そこのご説明を改めてお願いします。 
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◆市長 

公益性と事業性を両立しなければいけないからであります。もちろん、ＰＦＩ 

事業ですので事業性も確保する、そして中長期的ににぎわいを創出するという

責任があります。目下の情勢は記者のおっしゃる通りと認識を持っていますが、

公益性と事業性の両立という中長期的な観点からこのような判断になりました。 

◆ＮＨＫ 

では、どうして最初からこういった遊具配置の公園の計画にしてなかったのか。 

◆都市局長 

都市局長の八木でございます。ご質問、事業者の言いなりではなかったのかとい

うお話が前提にあると思うんですけども、前回入札中止を受けまして、物価上昇

と社会情勢を踏まえた中での事業内容の見直しは行いました。その中で、市が 

標準案をまず作りまして、別途専門業者等から見積もりを徴収するなどして 

再度市で積算をし、事業額の変更を算出しております。基本的には市の詳細の 

サウンディング、それから見積もりの徴収において再度調整したということで

ございます。 

もう一つ、ウクライナ情勢がすでに分かっていたのに、どうしてその時点から 

変更しなかったかということですが、実は本年の３月に公告をした際、こういう

公募をしますということで応募をした際に、入札説明書等に関する質問が５者

等からありました。計 176 件質問がございましたが、入札の参加表明者も１者

ございました。ですから、その時点ではある程度、事業者の参加意欲、前計画で

参加していきたいという意向があったということで、積算の内容についても 

ある程度の妥当性があったんじゃないかと考えております。 

しかしながら、落札に至らなかったことは、当初入札時期である６月までの状況

の急激な変化が反映されてなかったと私どもは分析しております。以上です。 

◆ＮＨＫ 

やっぱり答えがかみ合わないので質問を続けざるを得ないんですが、物価上昇

で７億円プラス、これは積算根拠を、私は計算式見てませんけど、ひとまずこれ

は置きます。どうして整備内容の拡充、大型複合遊具設置という、さらに、本当

は民間事業者側で持つはずだったアトラクションプールの整備、および全体の

管理運営費用を市が持つという二重の追加負担をさらに重ねるのか、市長に 

回答をお願いします。都市局長じゃなくて。 
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◆市長 

私からは、先ほど申し上げた通りです。 

◆ＮＨＫ 

市長からのご回答がかみ合っていないので、もう一度市長に聞かざるを得ま 

せん。 

◆市長 

私は説明をしたつもりです。 

◆ＮＨＫ 

つもりになってるだけで伝わってません。市長がよくおっしゃる「伝える広報で

なく、伝わる広報」になっていないから市長に答えを求めています。 

◆市長 

そうでしょうか。私は伝えたつもりです。 

◆ＮＨＫ 

伝えたつもりになっているだけです。伝わってません。 

◆市長 

分かりました。 

◆ＮＨＫ 

お答えをお願いできますか。私から視線をそらしたところで、質問は打ち切りに

はなりませんので。 

◆市長 

３次総の中に登載された事業の通り、これは交流人口の拡大という点でも大変

重要な事業であります。地元の期待も大きいです。行政手続きをしっかり踏まえ

た上で、当初の予定通り、このような決定に至ったということを、ご理解いただ

きたいと思います。 

◆ＮＨＫ 

理解はしておりませんが、また後日続けます。 
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◆司会 

その他いかがでしょうか。日経新聞さん、お願いいたします。 

◆日経新聞 

日経新聞です。１１月補正予算についてお伺いしたいんですけども、前回の９月

補正では土砂の撤去、河川とか道路の撤去にだいたい 73 億円ぐらいを計上して

いて、今回の１１月補正、今、見る限りはそういう費用は計上されていないよう

に見受けられるんですが、これは追加補正などあるのでしょうか。 

◆市長 

そうですね。検討はしていきたいと思いますけど、これは財政局長お答えくだ 

さい。 

◆財政局長 

財政局長大石です。今ご質問ありました、主にインフラ関係だと思います。道路、

河川、治山、農道、林道などにつきましては、先ほど市長がコメントしました  

通り、現在、９月補正で取った予算で設計をしております。その設計の額が出て

きますので、今後１１月補正の中で、議会とは調整させていただきますけども、

１１月会期の中で間に合うように追加補正予算を上げさせていただく予定に 

なっております。額的には、大きな額で 100 億を超える額になってくるのでは

ないかと思っておりますが、今後精査した上で上げさせていただきたいと思い

ます。以上です。 

◆司会 

その他いかがでしょうか。発表案件につきましては以上ということでよろしい

でしょうか。それでは、幹事社質問に移りたいと思います。日刊工業さん、よろ

しくお願いいたします。 

◆日刊工業 

この冬、すでに第８波は出ていますけれども、新型コロナの第８波とインフル 

エンザの同時流行が非常に心配されているということで、発熱外来の逼迫や 

同時流行など想定されて、先手先手で対策準備が必要だと考えます。具体的に 

市長のお考えをお聞かせ願いたいというのが、まず一点。 

◆市長 

ここで答えましょうか。 
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◆日刊工業 

どうぞ。 

◆市長 

おっしゃる通り、先手先手が大事だと思っています。データを見ても、新規感染

者数、１０月下旬ごろから緩やかに増加しております。直近の１週間では前の 

週の 1.51 倍となっております。これまでも年末年始は感染拡大の波が到来して

おります。この冬はインフルエンザとの同時流行のリスクもあります。ですから、

発熱された方の受診機関の確保をはじめとする、医療逼迫に対する備えは必須

であります。そこで、市民の皆さんが発熱した時、体調不良の時、すぐに医療  

機関を受診できるような体制を整えていかなければなりません。 

そこで、お盆期間にも設置いたしましたけれども、発熱専門外来を医師会の  

皆さんと協議を進めて、年末年始にも設置する予定であります。 

いずれにしましても、ワクチンの接種が有効な手段であることは間違いありま

せん。そこで市民の皆さんへのお願いですけれども、年末年始の感染拡大に備え

て早い時期の接種をご検討いただきたいとお願いいたします。とりわけ受験を

控えている皆さんや、その同居の家族の皆さんには機会を逃さない接種の  

ご検討をお願いしたいと思います。また、これは言わずもがなでありますけれ 

ども、寒くなると、どうしても換気がおろそかになりますので、こまめな換気や

手洗い、適切なマスクの着用など、基本的な感染防止対策は従来通り徹底して 

いただきたいと思いますし、新型コロナの検査キットや解熱鎮痛剤の購入など

も、万が一の発熱のときの体調不良に備えて準備もお願いしたいと思います。 

１問目は以上です。 

◆日刊工業 

２問目は、円安が約３２年ぶりに一時 150 円ということになって、現在は少し

円高の方向に振れていますが、円安基調は変わっておりません。輸出増加とか 

インバウンドの回復というメリットがある一方、原材料やエネルギーのコスト

上昇で生活者はもちろん、生産活動にも影響が出ているということで、市長と 

して国や日銀に対する意見・要望等がありましたらお願いしたいです。 

◆市長 

確かに、現在の急速な円安が市民の生活、あるいは中小企業の活動に負の影響の

ほうが大きいと私自身感じております。また、経済局が四半期ごとに実施して 

いる景況調査のデータを見ますと、その兆候が出てきています。経営上の主な 
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問題点として為替レートの変動を挙げる企業が、昨年の同時期に比べて１０ 

ポイント以上増加しております。ですので、市内経済においても円安の影響に 

危機感を感じている事業者が多いということが推察されます。ですから、政府、

日本銀行には国民・国内企業の皆さんを第一に考え、迅速かつ的確な対策を講じ

ていただきたいということを要望いたしますし、本市としても、その中で市民の

皆さんのくらしを守るための経済対策、必要な対応は図ってまいりたいと思い

ます。 

◆日刊工業 

以上で。 

◆司会 

それでは、ただいまの幹事社質問に関連したご質問をお受けしたいと思います。

いかがでしょうか。よろしいですか。それでは、その他のご質問をお受けしたい

と思います。読売新聞さん、お願いいたします。 

◆読売新聞 

読売新聞社です。サッカースタジアムの件でお伺いします。以前の記者会見で、

サッカースタジアムの建設について４次総に盛り込むかどうかは市民のパブ 

コメ等で意見を反映してから考えるということで、まだ未定だということ  

でしたが、先日、清水の方たちの要望書を受け取った時には盛り込むことに前向

きな反応を示されていたような印象を受けましたが、今のお考えについてお聞

かせください。 

◆市長 

要望書を受け取って、その熱意の高さを感じました。一方で、行政手続き上、  

検討委員会の議論が収斂される途中ですし、これからパブリックコメントも 

実施します。その趨勢を見定めて検討してまいりたいと思っています。 

◆読売新聞 

じゃあ、前の段階とそれほど状況は変わってないということですね。 

◆市長 

そうです。検討は進めております。しかし、第三者委員会での検討、そして議事

録、私も拝見しておりますけれども、これから市民の皆さんのご意見等を見定め

ての検討になろうと思います。財政規律も堅持しなければいけないということ
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もありますので、そこらへんは慎重に、しかし、しっかり昨日の願意は受け止め

て検討していきたいと思っています。 

◆司会 

その他いかがでしょうか。テレビ静岡さん、お願いいたします。 

◆テレビ静岡 

テレビ静岡です。県の難波理事が今日退職される予定ですが、市長、県と一緒に

仕事することも多いと思いますけれども、これまで難波理事のやってきたこと

とか人柄等についてどうお考えというか、印象はいかがでしょうか。 

◆市長 

とても行政手腕がある方だし、誠実なお人柄だという印象を持っています。 

◆テレビ静岡 

特にどういったところが、そういった評価をされますでしょうか。 

◆市長 

港湾整備についても県市連携に協力していただきましたので、大変ありがたい

と思っています。 

◆テレビ静岡 

その難波理事は明日、立候補会見を行うのではという話もありますけれども、静

岡市政に関わってくる、手を挙げていることについてはどうお考えでしょうか。 

◆市長 

私に今、その立場がありますので、先ほどから申している台風の災害対応、そし

て３次総の最終年度ですので、そのことをしっかり仕上げていく、あるいはその

次の４次総も次の議会に基本計画を上程する準備、今、私がやるべきことに専念

したいと思っています。 

◆テレビ静岡 

難波さんが市政に興味を持っていることについては、どうお考えですか。 

◆市長 

私が今、取り組んでいることにぜひ関心を持っていただければうれしいと  
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思っています。 

◆テレビ静岡 

前回もお聞きしましたが、ご自身の態度表明についてはいつごろを予定して 

いますでしょうか。 

◆市長 

それは、しかるべきタイミングで表明いたします。 

◆テレビ静岡 

分かりました。ありがとうございます。 

◆司会 

その他いかがでしょうか。朝日テレビさん、お願いいたします。 

◆静岡朝日テレビ 

静岡朝日テレビです。よろしくお願いします。二つ質問があります。まず一つ目

ですが、清水エスパルスが今度、スタジアムの話もありましたけども、Ｊ１から

Ｊ２に落ちることが決定したんですが、このことについての受け止めをお願い

します。 

もう一つが、いろいろありました大道芸ワールドカップですが、無事終わった 

ということで、こちらに対する受け止め、併せてお願いいたします。 

◆市長 

一つ目のエスパルスの件は、これは同じであります、残念無念であります。先日

この部屋に山室社長、リカルド監督、そして権田選手が来てくれました。一番 

悔しいのは選手の皆さんだろうと思います、監督だろうと思います。その気持ち

を共有したいと思っています。 

二つ目の大道芸ワールドカップ、本当にいろいろありました。しかしながら、 

私も二日間、中に入りましたけれども、すごく多くの市民の皆さんが笑顔で楽し

んでくださっていた、待ち望んでいたということを実感しましたので、開催でき

て良かったという気持ちであります。 

◆静岡テレビ朝日 

ありがとうございます。 
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◆司会 

その他いかがでしょうか。第一テレビさん、お願いいたします。 

◆静岡第一テレビ 

第一テレビです。よろしくお願いします。市長選関連で恐縮ですけれども、２点

ございます。市長はまだ自身についての態度を明らかにしていない中で、自民党

静岡市静岡支部は田辺市長の支援を決めた方針でございますけれども、まず、 

これについての受け止めがございましたらお願いいたします。 

◆市長 

大変ありがたいと思っています。 

◆静岡第一テレビ 

一方で、正式に出馬を表明しております山田誠県議は、同じく自民党静岡支部に

推薦願を提出しましたけれども、これについての受け止めありましたらお願い

します。 

◆市長 

これから自民党さんが、判断されることだろうと思います。 

◆静岡第一テレビ 

ありがとうございました。 

◆司会 

その他いかがでしょうか。ＮＨＫさん、お願いいたします。 

◆ＮＨＫ 

ＮＨＫです。これも田辺さんがどうするかは別にして、市長選挙の争点になりま

すので、海洋文化施設なんですけれども、大浜公園でも２４億円が３６億円と

1.5 倍に事業費が膨らむようでは、海洋文化施設、今 169 億円の事業費プラス、

見込みがそこまでいかなかったら１０億円のロスシェア、この範囲内で予算 

確保されてますけれども、これも想定外の社会情勢の変化があったら追加で 

５０億円、100 億円の補正予算を組みますという話に今後なり得るのか、それ 

とも、そういったことは絶対なく、今、示した事業費の中でやり切りますと宣言

できるものなのか、市長のお考えはいかがでしょうか。 
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◆市長 

先ほどのやり取りと似てくると思いますが、近視眼的に見ればそういうことも

私は認識しております。しかし、第３次総合計画、８年の計画であります。第４

次総を見通さなければいけません。中長期的な静岡市の行政課題は何かという

と、やはり民間投資を喚起するための公共投資は必要ですし、またそれが経済の

好循環を生み、雇用を生み、そして世界中からたくさんの方々が静岡市を訪れて、

そういう「世界に輝く静岡の実現」、このビジョンに向かっていかなければなり

ません。ですから、コロナ禍等々があって感染対策に振り分けなければいけない

時にはいったん停止をして、慎重な見直しをしたということがそれに当たる 

わけですけども、中長期的な私のビジョンの下では、３次総の計画にあったぎり

ぎりのところまで進めていくのが私の責任だと思っています。 

◆ＮＨＫ 

また答えがかみ合わないんですけれども、市長が今の海洋の計画に強い理念を

お持ちなのは分かりました。今後、お金の面の話です、資材高騰や社会情勢の 

変化があった時に、169 億円じゃできませんねということで、また５０億円、  

100 億円規模の補正予算を組むことが状況によってはあり得るのか、それとも、

少なくともスタートの１５年においてはそういったことはなく、今の事業費で

やり切るというビジョンをお持ちなのか、お聞かせください。 

◆市長 

それはありません、増額は。今、事業者グループがそのあたりをしっかり検討 

して応募しているわけですからね。そこのところは大前提であります。 

◆ＮＨＫ 

分かりました。そして長期的なビジョンとおっしゃるのであれば、私、ずっと 

気になっていたんですけれども、確か３、４カ月ほど前の会見で中日新聞さん 

からの質問だったと思います、１５年後以降のことはどうなるのかという趣旨

の質問に対して「それについては、私のところに報告が上がってきていません」

と市長はお答えになったと思います。二つの意味で疑問を持ちます。まず１５年

間以降のことは、市長は担当部局から報告を受ける立場であり、自分で考える 

立場にはないということなのか、そして実際、市長としてビジョンをお持ちで 

ないのか。この２点はいかがでしょうか。 

◆市長 

今の情勢は、コロナ禍も想定できなかった、今回の台風も想定できなかった、 
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これからもいろんなことがあるでしょう。しかしながら、その中で時代認識を 

持ちながら、私は 2030 年までの４次総を計画しているところです。その中で  

１５年後のことは、なかなか今から言及するのは難しいです。それは、ご理解 

いただけますよね。 

◆ＮＨＫ 

だとして、どうして… 

◆市長 

だから、そういう報告があるなしではなくて、そういう議論を、まだ１５年後の

ことは、する前提がないのでしていないということです。まずは、今回３次総の

計画がある通り、スタートをしっかりする。そして１５年は責任を持って公民 

連携で win-win としてやっていき、それが経済の活性化につながるということ

でありますので、そのあたりはご理解いただきたいと思います。 

◆ＮＨＫ 

１５年後、不確実性があるにせよ、どうして「それについては、担当から報告が

来ておりません」という回答になるのか。 

◆市長 

先ほど申し上げました通り、報告あるなしではなくて、そういう議論をまだして

いません。 

◆ＮＨＫ 

では、この 169 億円の事業は１５年間限定で、その先どうなるか分からない。 

続けたいということも、今は言えないくらい不安定な事業、お金の使い方だと 

いうことでしょうか。 

◆市長 

それも先ほど申し上げました通り、事業者グループがこの１５年の経営には 

責任を持つという前提で今回提出されたわけですので、それを私たちは審査 

する段階に入っているということです。 

◆ＮＨＫ 

水族館は分かりませんけど、一般的な建物の耐用年数、法定年数４０年くらいで

見られるのが通常だと思います。どうして１５年という短期でこれだけの巨額
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を使う計画なのか。今、行政計画として文書にできないにしても、２０年後、  

３０年後の水族館どうなるんですかというビジョンは、少なくとも市長は  

持っているべきじゃないですか。 

◆市長 

私こそ、どうしてそういう質問をされるのか、かみ合ってない気がしますけれど

も、今はそこが論点ではないわけです。まずはこの１５年、お互いの責任を果た

そうという段階ですので。 

◆ＮＨＫ 

公金の使い方として、２０年後、３０年後のことは、今は考えることではない 

というのが田辺市政のビジョンであると。 

◆市長 

その言い方は失礼です。 

◆ＮＨＫ 

失礼といっても、私も含めて市民が払っている税金のことですので、それくらい

の質問は普通のことだと思いますが。 

◆市長 

これ以上、申し上げることはございません。 

◆ＮＨＫ 

２０年後、３０年後、大型の公共事業どうなるのかという問いは、失礼なん  

ですか。 

◆市長 

いや、このＰＦＩ事業は１５年間という計画で、民間の事業グループと私ども 

行政が向き合って検討している、そういう事業だということを申し上げている

わけです。 

◆ＮＨＫ 

では、２０年後、３０年後のビジョンはないということですね。 
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◆市長 

ビジョンといいますか、その時にはその時の第５次総の責任者が１５年の  

ＰＤＣＡを回した中で、どうあるべきかという検討は当然されると思います。 

◆ＮＨＫ 

老婆心ながら、そういう回答で難波さんに勝てるんでしょうか。 

◆市長 

私が今、申し上げた通りであります。 

◆ＮＨＫ 

分かりました。時間があるようですので別の質問をします。１１月２日、日本 

維新の会さんから 1,000 万円の寄附を受けられた件について、それ自体は結構

なことだと思うんですが、市の発表資料に書かれた、そして当日来られたお二人

は、公職選挙法でいう公職になろうとする者に当たる方です。これについて、 

こういうかたちで受け取っていいのかどうかとか、迷いとか、躊躇する気持ちと

かなかったのか、いかがでしょうか。 

◆市長 

私も確認をいたしました。政策法務課にも照会をしました。その結果、法的に 

問題はないという認識です。 

◆ＮＨＫ 

山下洸棋さんはご自身の Facebook で義援金という書き方をしていました。義援

金というのは、市の義援金もそうだと思いますけど、被災者に直接配るものです。 

公職になろうとする者が、ご自分の名前を掲げて有権者にお金を配る行為を 

行うことも含めて、躊躇する気持ちはなかったんでしょうか。 

◆市長 

それは、第三者から実務的に説明すべき質問だと思います。 

◆選挙管理委員会事務局 

選挙管理委員会事務局長の山川です。ただいまの質問ですけれども、今回の日本

維新の会からの寄附については、政党である日本維新の会から静岡市に寄附が

なされたものであります。法的な問題として、公職選挙法上で政党の寄附に  

関する規定がどのようになっているかという問題だと思うんですけれども、 
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公職選挙法においては、政党の寄附に関しては、その政党が公職の候補者等の 

氏名を表示し、または氏名が類推されるような方法により、その選挙区内にある

者に対して寄附をすることについては禁止されておりますけれども、限定的な

寄附の制限はありますが、それ以外については特段の制限はございません。 

そして、今回の寄附につきましては、日本維新の会という政党から静岡市に  

対してなされたものであって、その際に特段、なんらかの選挙の、公職の候補者

となるような方の氏名の表示などは、特にありませんでしたので、特に公職選挙

法上の目的はないと判断したところです。 

◆ＮＨＫ 

そして、市長、公職になろうとする方と一緒に写った写真がＳＮＳで投稿される

ことにも、抵抗感は特になかったということですね。 

◆市長 

今、事務局長が説明した法的な問題がなければ、私としては問題がないという 

ふうに申し上げておきたいと思います。 

◆ＮＨＫ 

もう一つ、県議選まであと半年足らずですけれども、公職の候補者となろうと 

する方のお一人は、市内の生涯学習センターで子育て支援の講座を行うという

ことで、定員２０人の講座にもかかわらず、市内各地の公共施設に宣伝する  

ビラが置かれている状況ですけれども、来年に向けて日本維新の会と連携を 

深めたいというお気持ちもあるんでしょうか。 

◆市長 

全くありません。 

◆ＮＨＫ 

そういった名前が載ったビラが公共施設に定員の２０人を超えて多数置かれる

ことも、市としてはＯＫだということですね。 

◆市長 

もう一回、事務局長答えてください。 

◆選挙管理委員会事務局 

選挙管理委員会事務局長の山川です。公職選挙法上、今回、県議会議員選挙に 
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立候補を表明された方の行動、行為についてどのような問題が生じるかという

ことですけれども、これについては、公職選挙法上、問題になるケースとしては、

その方が特定の、いわゆる立候補を予定されている選挙に関してなんらかの 

選挙運動を行ったことになるのかならないのか、という点になります。公職選挙

法上は、選挙運動については実施できる期間が定まっておりますので、具体的に

いうと、その選挙の立候補した時点から選挙の前日まで、それよりも以前に選挙

運動を実施することは禁止されております。具体的な選挙運動として、予定され

ている選挙に対して有利になるような働きかけ、自分に投票することが有利に

なるような具体的な行為に該当するかどうかという点ですけれども、講師とし

て務められるもののチラシに、講師としての名前が記載されているということ

であれば、それは選挙運動には該当しないというふうに考えられますので、特に

法的な意味での問題はないと考えています。 

◆ＮＨＫ 

私どもも報道機関として、選挙に出る方を画面に映すかどうかは、法律の枠組み

を超えて相当慎重な判断をしてるんですが、静岡市は法律ぎりぎりの攻めた 

判断をなさるんだなということがよく分かりました。ありがとうございます。 

◆司会 

ＳＢＳさん、お願いいたします。 

◆ＳＢＳ 

先ほど、市長、４次総の上程を次の議会でやりたいとおっしゃっていましたけど

も、４次総の提言は次期市政運営だったり市長選への意欲とも取れると思い 

ます。それは以前から変わらないということでしたけども、表明はまだ、しかる

べきということは理解いたしますが、次期市政運営の意欲を改めてお言葉に 

していただけますか。 

◆市長 

今、現職の市長ですので、次の定例会に次の総合計画を上程するのは私の責任で

ありますので、その仕事を今、しているという理解でお願いします。 

◆ＳＢＳ 

４次総も出しただけでいいのか、自分の力で推し進めたいのか、そこもたぶん 

重要なポイントだと思うんですけど、今の時点の意欲を教えていただけますか。 
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◆市長 

もちろん、私が今、粛々と仕事をしている中で、市民の皆さんがそれをご覧に 

なっていただき、そして評価をしてもらう、そういうものだと受け止めており 

ます。 

◆ＳＢＳ 

来季への意欲は変わらないというのは以前もおっしゃっていましたけど、それ

は今も変わりませんか。 

◆市長 

変わりません。 

◆ＳＢＳ 

その意欲というのを、改めて言葉にしていただくことはできますか。 

◆市長 

公的な会見ですので、先ほどから申し上げている通りで、とにかく４次総の内容

を一生懸命やって、自分の手でやり遂げたいという気持ちはもちろんあります

けれども、まずは、とにかくしっかりした構想計画を作るということが肝要だと

思っています。 

◆ＳＢＳ 

ありがとうございます。 

◆司会 

それでは、予定の４５分を回りましたので、本日の会見は以上とさせていただき

たいと思います。次回は１１月２５日金曜日、午前１１時からの予定となって 

おります。 


